
その他報告①

新型コロナウイルス感染症の本市の対応状況（教育委員会関係） 

１．学校に関すること 

（１）小中学校の授業の実施について 

【現状】 

○ 新型コロナウイルス感染症に伴う緊急事態措置を実施すべき区域から福岡

県が解除されたことなどから、当初は小中学校に関しては５月２５日（月）か

ら５月２９日（金）を午前までの授業、６月１日（月）からは午後まで授業を

行う予定であった。 

○ しかしながら、市内の感染症の状況を踏まえて、６月１日（月）からも午前

中のみの授業とし、さらに６月５日（金）からは１教室あたり２０名以下とす

る分散登校等を行っている。 
  ※１学級あたりの児童数が少ない小学校については分散登校とはせず、全体の登校としている。 

○ 分散登校を行っている小学校については、学級の児童生徒を半分にわけて

隔日で午前中のみ登校している。 
※分散を行っていない小学校や特別支援学校についても午前中の授業としている。

○ 中学校はすべての学校で分散登校を行っており、学級を半分にわけて毎日

午前か午後に登校している。 

【今後の対応】 

 ○ 一斉登校に関しては、医療関係者などの専門家の意見を聞き、必要な対応

を検討・実施しながら、決定していく予定である。 

具体的には、 

・各学校で必要な取組を確認しやすくするために、「学校再開に向けた事前確

認事項」の作成・配布 

・保健マニュアルの改訂 

・必要な保健衛生用品を学校において購入可能とすること 

・授業実施上の留意点等を示すこと 

  などを専門家の意見を聞いた上で対応していく予定。 
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 ○ 十分な学習機会を確保するために、長期休業期間の短縮や二学期制導入な

どによって授業時数を可能な限り確保する予定。 

  また、タブレット端末の整備などＩＣＴ環境の整備、学習ソフトを使い、

一人一人の学習の苦手分野を抽出した個別最適化した学習、算数・数学・理

科に関する学習支援動画の追加作成などを行うなど、様々な手段を用いて学

習支援をしていく予定。 

○ 特に義務教育最終学年である中学３年生については、例年より短い期間で

教育課程を進行する必要があり、また生徒の進路保障という側面からも学力

の定着が必要であるため、放課後等に基礎的・基本的内容の補充学習を行う

ひまわり学習塾を拡大して対応していく予定。 

（２）臨時休業とした学校について 

【現状】 

 ○ 学校再開後に、小学校３校、中学校２校、特別支援学校１校で児童生徒又

は教職員の新型コロナウイルス感染者が発生し、学校保健安全法に基づき臨

時休業とした。 

 ○ 臨時休業とした学校については消毒を行うとともに、 

・教育委員会から学習用のプリント教材の送付 

・教員と自宅待機中の児童生徒をインターネットでつなげ、教員と児童生徒、

児童生徒同士の交流を通した心のケアの実施（４校） 

・小学校６年生・中学校３年生にタブレットの貸出し 

・感染者となった教員復職前の産業医面談の実施 

・感染者が発生した学校の教員への健康観察及び校長等による個別面談 

などを行った。 

 ○ 臨時休業していた学校については、６月１５日（月）から順次登校を再開。 

 〇 守恒小学校については、６月１２日（金）に厚生労働省クラスター対策班

から、 

・着席した児童がおしゃべりする際に、体の向きをかえたりすることにより、

近くなっていた可能性がある 

・感染が判明した児童の中には、仲が良く、一緒に遊んだことや下校したこと

など、接触の機会が確認された 

  との意見をいただいたところである。 
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〇 また、１４日（日）に開催された市の専門家会議において、守恒小学校にお

いては、休校から２週間経過しており、感染症対策を行った上で、早期に学校

再開することについて、異論はないとの意見をいただいたところである。 

〇 それらの意見を踏まえ、感染症対策を行った上で、６月１８日（木）から学

校を再開する予定。 

【今後の対応】 

 ○ 臨時休業となった学校においては児童生徒の心のケアを十分に行うために、

学校再開に向けてスクールカウンセラーによる研修を実施し、学校再開後に

担任等が全児童生徒に面談又は教育相談を実施することとしている。 

２．図書館に関すること 

【現状】 

○  ５月１５日（金）に定められた、『北九州市の施設・イベントに関する基本方

針』において、「感染防止対策の準備が整った施設から、５月１８日（月）以降、 

順次再開する」との方向性が示されたことから、５月２０日（水）から、臨時

窓口を開設したうえで、予約本の受け渡しを開始。その後、貸出業務の再開、

館内閲覧の再開と段階的に提供するサービスを拡大して行く予定であった。 

〇 しかしながら、市内の感染症の状況を踏まえて、５月２９日（金）に『北九州 

市の施設・イベントに関する基本方針』が改定。「全ての屋内市有施設を臨時休

館とする」との方向性が示されたことから、５月３１日（日）を持って、臨時

窓口でのサービス提供を休止。 

〇 ６月３日（水）から、インターネットやＦＡＸで新たな本の予約を受け付け、 

希望者を対象に、着払いでの郵送貸出を実施中。 

【今後の対応】 

○  現行の『北九州市の施設・イベントに関する基本方針』に定められた、屋内

市有施設の臨時休館期間は６月１８日（木）迄であることから、６月１９日（金）

以降の段階的なサービス再開を想定し、現在準備中。 

○   屋内市有施設再開時は、先ずは臨時窓口での予約本の受け渡しからサービス

を再開。その後、状況を見ながら、貸出業務の再開、館内閲覧の再開と段階的

に提供するサービスを拡大して行く予定。 
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